
広報ごか　2021．719

　
保
険
料
の
免
除
や
納
付
猶
予
に

な
っ
た
期
間
中
に
、
ケ
ガ
や
病
気
で

障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態

が
発
生
し
た
場
合
、
障
害
年
金
や
遺

族
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
老
齢
年
金
の
受
給
資
格

期
間
に
も
算
入
さ
れ
ま
す
。

　※
１
　
一
部
納
付
の
承
認
を
受
け
て

い
る
期
間
は
、
一
部
納
付
の
保
険

料
を
納
付
し
て
い
る
こ
と
が
必
要

※
２
　
２
分
の
１
が
国
庫
負
担
さ
れ

る
（
平
成
21
年
４
月
分
か
ら
）

※
３
　
４
分
の
１
納
付
は「
5/8
」
が
反
映

　
　
　 

２
分
の
１
納
付
は「
6/8
」
が
反
映

　
　
　 

４
分
の
３
納
付
は「
7/8
」
が
反
映

　（
い
ず
れ
も
平
成
21
年
４
月
分
か
ら
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　
☎
（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

　
下
館
年
金
事
務
所

　
☎
０
２
９
６
（25）
０
８
２
９

　
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
経
済
的
に
困
難
な
場
合
は
、
本
人

か
ら
の
申
請
に
よ
り
承
認
さ
れ
る
と

保
険
料
の
納
付
が
免
除
に
な
り
ま
す
。

　
免
除
に
は
、
全
額
免
除
と
３
段
階

の
一
部
免
除
（
２
分
の
１
免
除
、
４
分

の
１
免
除
、
４
分
の
３
免
除
）
が
あ

り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
制
度
を
ご
利
用
い
た
だ

く
場
合
に
は
、
本
人
、
配
偶
者
、
世
帯

主
の
前
年
所
得
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の

基
準
額
以
下
で
あ
る
こ
と
が
条
件
と

な
り
ま
す
。

○
対
象
期
間
　
７
月
か
ら
翌
年
６
月

○
申
請
　
町
民
税
務
課
②
窓
口

○
持
参
す
る
も
の
　
印
鑑
、
本
人
確

認
書
類
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
失
業
に
よ
る
申
請
の
場
合
は
、

　
「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
」

　
「
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
」

　
こ
の
ほ
か
猶
予
ま
た
は
免
除
の
制

度
と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

▼
「
若
年
者
猶
予
制
度
」
50
歳
未
満

の
方
の
保
険
料
が
猶
予
（
所
得
審

査
あ
り
）

▼
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
学
生
の

方
の
保
険
料
が
猶
予
（
所
得
審
査

あ
り
）

▼
「
法
定
免
除
」
障
害
年
金
や
生
活

保
護
法
に
基
づ
く
生
活
扶
助
を
受

給
し
て
い
る
方
の
保
険
料
が
免
除

　
国
保
税
を
滞
納
し
て
い
る
被
保

険
者
に
対
し
、
通
常
の
被
保
険
者
証

に
代
え
て
「
短
期
被
保
険
者
証
」
や

「
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」
の
交
付

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
短
期
被
保
険
者
証
へ
の
切
り
替

え
は
、
６
月
の
時
点
で
保
険
税
を
滞

納
し
て
い
る
世
帯
へ
「
短
期
被
保
険

者
証
へ
の
切
替
予
告
通
知
」
を
発
送

し
、
指
定
期
日
ま
で
に
納
付
、
相
談

等
が
無
い
場
合
、
切
り
替
え
を
８
月

１
日
に
行
い
ま
す
。

※
短
期
被
保
険
者
証
と
は

　
通
常
の
被
保
険
者
証
よ
り
有
効
期

間
が
短
く
、
町
と
の
誓
約
等
に
基

づ
い
た
定
期
的
な
更
新
（
納
税
）

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
被
保
険
者
資
格
証
明
書
と
は

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

事
の
み
を
証
明
す
る
も
の
で
す
。

　
医
療
機
関
で
受
診
を
し
た
際
、
か

か
っ
た
医
療
費
の
10
割
を
負
担
い

た
だ
き
、
後
日
、
領
収
証
を
役
場

窓
口
に
持
参
し
、
療
養
費
支
給
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
７
割
分
の

償
還
払
い
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

（
町
か
ら
の
お
願
い
）

　
国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
者
全
員

の
相
互
扶
助
で
成
り
立
っ
て
い
る
医

療
保
険
制
度
で
す
。
そ
の
財
源
と
な

る
国
保
税
の
収
納
確
保
は
、
制
度
を

維
持
し
て
い
く
う
え
で
、
ま
た
加
入

者
間
の
公
平
を
図
る
う
え
で
重
要
な

こ
と
で
す
。
何
卒
、
制
度
を
ご
理
解

い
た
だ
き
、
期
限
内
納
付
を
お
願
い

し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ 

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と
は
、

事
業
主
（
給
与
支
払
者
）
が
所
得
税

の
源
泉
徴
収
と
同
じ
よ
う
に
、
従
業

員
（
納
税
義
務
者
）
に
代
わ
り
、
毎
月

従
業
員
に
支
払
う
給
与
か
ら
個
人
住

民
税
を
差
し
引
き
（
給
与
天
引
き
）
、

納
入
し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。

　
地
方
税
法
等
の
規
定
に
よ
り
、
所

得
税
を
源
泉
徴
収
す
る
義
務
の
あ
る

事
業
主
に
実
施
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
茨
城
県
と
県
内
す
べ
て
の

市
町
村
で
は
、
平
成
27
年
度
か
ら
一

斉
に
原
則
特
別
徴
収
に
よ
り
納
め
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
特
別
徴
収
の
場
合
は
、
従
業
員
が

金
融
機
関
に
出
向
く
手
間
が
省
け
る

な
ど
、
納
税
者
の
利
便
向
上
に
つ
な

が
り
ま
す
。
事
業
主
の
皆
様
に
は
、

ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ 

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収

（
給
与
天
引
き
）に
つ
い
て

消
防
団
活
動
に
対
す
る

協
力
金
の
お
願
い

老齢基礎年金 障害基礎年金
遺族基礎年金
（受給期間算入）

受給期間
への算入

年金額
への反映

納　　付 ○ ○ ○

全額免除 ○ ○
※2 ○

一部納付
※1 ○ ○

※３ ○

若年者納付猶予
学生納付特例 ○ × ○

未　納 × × ×

　
五
霞
町
消
防
団
は
、
地
域
住
民
の

生
命
・
身
体
・
財
産
を
災
害
等
か
ら

守
る
た
め
、
日
頃
か
ら
予
防
活
動
、

消
火
訓
練
等
を
行
い
、
災
害
時
に
は

そ
の
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
た

め
に
昼
夜
を
問
わ
ず
現
場
へ
駆
け
つ

け
、
対
応
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
消
防
団
の
活

動
に
対
し
て
ご
支
援
・
ご
協
力
を

い
た
だ
け
る
方
は
、
協
力
金
（
一
口

５
０
０
円
）
を
７
月
末
ま
で
に
生
活

安
全
課
へ
お
持
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
集
ま
っ
た
協
力
金
は
、
消
防

団
の
運
営
に
必
要
な
費
用
（
燃
料
費
、

消
耗
品
費
、
備
品
購
入
費
、
修
繕
費

等
）
と
し
て
大
切
に
使
わ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　
ぜ
ひ
、
消
防
団
活
動
へ
の
ご
支
援

を
お
願
い
し
ま
す
。

【
五
霞
町
消
防
団
の
概
要
】

団
員
数
　
１
０
７
人（
う
ち
女
性
６
人
）

分
団
数
　
４（
各
分
団
24
人
配
属
）

【
主
な
活
動
内
容
】

火
災
・
水
害
そ
の
他
災
害
に
よ
る
緊
急

出
動
、
基
礎
訓
練
、
水
防
訓
練
、
放
水

訓
練
、
夜
警
活
動
、
警
戒
巡
視
、
ポ
ン

プ
車
操
法
訓
練
・
大
会
出
場

○
お
問
い
合
わ
せ 

　
生
活
安
全
課
　
く
ら
し
安
心
Ｇ

　
☎
（84）
３
６
１
８
（
直
通
）

国
保
税
の
滞
納
者
に
対
す
る

被
保
険
者
証
等
に
つ
い
て

国
民
年
金
保
険
料
に
は

免
除
制
度
が
あ
り
ま
す


